


 
地球上のプレートの分布。図中の白い点線は、プレートの境界が不明瞭な部分を示し

ている。（文部科学省「地震を知ろう－地震災害から身を守るために－」より） 

 

プレートは、地球内部の「マントル」と呼ばれる部分からゆっくりと岩石が上

がってくることによって形成される。上がってきた岩石は、年間数 cm 程度のスピ

ードで海洋底を移動し、陸地が乗っているプレートにぶつかると、その下に沈み

込んでいく。 

この地球上を覆っているプレートとプレートの境界では、プレート同士が衝突

したり、すれちがったり、両側に離れていったり、いろいろな動きをしている。

例えば、太平洋を覆っているプレートは、まずアメリカ大陸の西側の海底にマン

トルから岩石が上がってくる場所（東太平洋海膨という）があって、そこでプレ

ートが生まれ、東西に分かれて移動していく。そのうち西の方に移動していった

プレートは、長い時間をかけて日本付近まで移動して沈み込み、再び地球の内部

へ戻っていく。 

 
プレート運動の様子。（文部科学省「地震の発生メカニズムを探る－発生のしくみと

地震調査研究推進本部の役割－」より） 
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日本列島付近には、地球表面を覆う十数枚のプレートのうち、海洋プレートで

ある「太平洋プレート」と「フィリピン海プレート」、陸のプレートである「ユー

ラシアプレート」と「北アメリカプレート」、という計４枚のプレートが集まって

いる。いわば、日本列島はプレートの交差点のような場所にちょうど位置してい

て、世界有数の地震国となっている。 

 

日本付近に集まっている 4 枚のプレートの分布。図中の白い点線は、プレートの

境界が不明瞭な部分を示している。（文部科学省「地震を知ろう－地震災害から身を

守るために－」より） 

 

（３）地震発生のメカニズム 

日本とその周辺で発生する地震には、大きく分けて以下の二つのタイプがある。 

 
日本とその周辺で発生する二つのタイプの地震（三重県「三重県の活断層」

に一部加筆） 

 

① プレート境界型（海溝型巨大）地震 

日本列島の東側や南側の海底には、「日本海溝」や「南海トラフ」などとい

った深い谷のような地形がある。ここでは、陸のプレートの下に海洋プレート
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が沈み込んでいる（※海洋プレートが陸のプレートの下に沈み込むのは、海洋プレ

ートの方が重い（比重が大きい）からである）。その際、海洋プレートは、陸のプ

レートの先端をいっしょに引きずり込んでいき、時間の経過とともに、プレー

トとプレートとの間には、ひずみが徐々に蓄積されていく。 

そのひずみが限界に達したとき、破壊が発生して急激なずれが生じ、陸のプ

レートの先端が跳ね上がる。このようにして発生する地震が、「プレート境界

型（海溝型巨大）地震」である。 

このタイプの地震が発生した際、はげしい揺れとともに地震直後に発生する

可能性のある現象がもう一つある。 

それは、「津波」である。海底下で大きな地震が発生すると、その際生じた

急激なずれの運動により、海底面が急激に隆起したり（上がったり）沈降した

り（下がったり）する。そのようにして生じた地形の変化は、ほぼそのまま海

面の変化に移し変えられ、大きな波となって四方八方に伝わっていく。このよ

うにして発生するのが地震による津波である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プレート境界型（海溝型巨大）地震の発生メカニズム（文部科学省「地

震を知ろう－地震災害から身を守るために－」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波の発生メカニズム（文部科学省「地震を知ろう－地震災害から身を守るために－」より 
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② 内陸直下型地震 

また、陸のプレートと海洋プレートが衝突する場所では、陸のプレートの内

部にも大きな力がかかっている。その力によって、陸のプレート内部の岩盤の

弱い部分で破壊が発生してずれが生じる。このようにして発生する地震が、「内

陸直下型地震」である。 

 
内陸直下型地震の発生メカニズム（文部科学省「地震を知ろう－地

震災害から身を守るために－」より） 
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２ 三重県において警戒すべき地震 

 三重県において警戒すべき地震には、大きく分けて二つのタイプがある。一つは、

「プレート境界型（海溝型巨大）地震」（例、東海地震、東南海・南海地震）、もう

一つは、「内陸直下型地震」（例、阪神・淡路大震災を引き起こした兵庫県南部地震）

である。 

 プレート境界型地震である、東海地震、東南海・南海地震は、南海トラフ沿いの

海底を震源として、過去約 100～150 年おきにほぼ規則的に繰り返し発生してきて

いる。いずれの地震も例外なく、三重県に大きな影響を与えてきた。 

 

これまで、三重県に大きな影響を与えた地震 

 

（三重県「伊勢平野の足もとをのぞく」に一部加筆） 

 

 一方、後者の内陸直下型地震は、陸域の浅いところにある活断層を震源として発

生する地震である。個々の活断層が動いて地震を発生させる間隔は、概ね千年程度

～数万年程度であり、海溝型巨大地震に比較すれば、相対的に発生間隔は長い。し

かし、1944 年東南海地震・1946 年南海地震や、1854 年安政東海・南海地震の前後

に注目すると、西日本を中心とする各地で内陸直下型地震が多く発生していること

がわかっており、このような歴史的事実に注意する必要がある。例えば、今から約
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150 年前に伊賀地域に甚大な被害をもたらした 1854 年伊賀上野地震は、安政東海地

震の約半年前に発生した。 

 

プレート境界型地震の前後に発生した内陸直下型地震 

 
 

 
（三重県「伊勢平野の足もとをのぞく」に加筆） 
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３ 次の地震はどのくらい近づいているか？ 

（１）地震の発生確率（Ⅰ―１の再掲） 

政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会では、主な海溝型地震や活断層を

対象として、今後一定期間内に地震が発生する確率などを評価している。 

 同評価によれば、2010 年 1 月 1 日時点で、今後一定期間内に東南海地震、南海

地震が発生する確率や、その地震規模は以下のようになっており、今世紀前半に

は、間違いなく発生する地震であると考えられている。 

 

政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会による長期評価結果 

今後一定期間内の地震発生確率 
地震名 

想定される地震規模 

（マグニチュード） 30 年以内 50 年以内 

東南海地震 8.1 前後 60～70% 90%程度以上 

南海地震 8.4 前後 

同時発生

8.5 前後 60%程度 80～90% 

 

 また、東海地震については、「いつ発生してもおかしくない」と言われているが、

このまま東海地震が発生せずに時間が経過した場合、東海地震が、東南海・南海

地震と連動して発生する可能性も指摘されている。実際、過去の状況をみると、

東海地震が単独で発生した事例は、見つかっていない。 

 

（２）県内各地域において将来強い揺れに見舞われる確率 

同委員会では、上記(1)のほか、それぞれの地域に影響を及ぼすすべての地震の

発生可能性を考慮し、各地域が今後一定期間内に強い揺れに見舞われる確率を算

出している。 

次ページの図は、今後 30 年以内に震度 6弱以上の揺れに見舞われる確率が全国

各地でどのくらいあるかの分布を示した図である。三重県は、その確率が国内で

も最も高い地域の一つとなっている。例えば、県庁所在地である津市の市役所付

近における確率は、85.2%であり、全国の県庁所在地の中で、静岡市（89.5%）に

次いで 2番目に高い確率となっている。 
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今後30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率の分布を示した確率論的地震動予測地

図（地震調査研究推進本部の Web ページより） 
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４ 三重県に起こりうる地震像・津波像 

（１）東海地震、東南海・南海地震 

ア はげしい揺れが長く継続する。（少なくとも 1分以上継続する可能性がある。） 

イ ほぼ間違いなく大津波が沿岸を襲う。 

ウ 甚大かつ広範囲にわたる被害となる。 

※近年国内で発生した比較的規模の大きな地震（2004年新潟県中越地震、2007

年能登半島地震、2007 年新潟県中越沖地震、2008 年岩手・宮城内陸地震な

ど）とは異なり、近い将来発生が予想される東海地震、東南海・南海地震

では、東海地方から九州にまで及ぶような広範囲での被害が想定されてい

る。 

このため、近年国内で発生した地震の時のような、外部からの迅速な応援

は期待できない。 

 

【過去の東南海地震等による津波波高の比較】 

 1944 年東南海地震は、歴代の東海地震、東南海・南海地震の中では、比較的小

規模の地震であった。 

このため、1944 年東南海地震の際、志摩半島東岸より北側での津波の高さは、

3m 程度以下となっているが、過去の地震では、それより大きな（場所によっては

5～10m に達する）津波が到達していることに注意する必要がある。 

 

 

過去の東海地震、東南海・南海地震における伊勢湾西岸・志摩半島・

熊野灘沿岸地域での津波波高 

単位：ｍ

地　名
宝永

（1707年）
安政東海

（1854年）
東南海

（1944年）
　桑名 3 2～3 0.5

　四日市 3 2 0.5

　津 3 2.5～3.5 1.2

　松阪 3～4 3～4 1.2

　大湊（伊勢市） 6～8 8～10 2

　鳥羽 5～6 5～10 1.5

　相差（鳥羽市） 6～10 21 3

　国府（志摩市） 7～8 8～10 3

　神津佐（南伊勢町） 4～5 5～6 3

　五ヶ所（南伊勢町） 5 4.5～5 3

　贄浦（南伊勢町） 8～10 6～7 4～5

　神前（南伊勢町） 6～8 6～9 6.7

　古和（南伊勢町） 7 6～7 6

　錦（大紀町） 6 6 6

　長島（紀北町） 5～6 6 4.5～5

　尾鷲 8～10 6～10 5～10

　賀田（尾鷲市） 8～9 8～9 7.9

　新鹿（熊野市） 8～10 11.5 6～10

　大泊（熊野市） 5～6 5～6 5.2  

「飯田汲事教授論文選集 東海地方地震・津波災害誌 1985」を参考に作成 
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【注意すべき津波の特徴】 

① 津波はごく短時間で襲ってくる。（1944 年東南海地震の際には、熊野灘沿

岸の早いところで 10 分以内に大津波が到達した。） 

（日本海中部地震での教訓） 

1983 年に発生した日本海中部地震では、秋田県を中心として、地震に

より発生した津波により 100 人が亡くなった。そのうち、遠足で男鹿半

島の海岸を訪れていた小学生 13 人が、地震後 7～8 分後にやってきた津

波に巻き込まれ生命を落とした。（文部科学省発行のパンフレット「地震

を知ろう－地震災害から身を守るために－」より） 

 

② 津波は繰り返し襲ってくる（第一波が最大とは限らない）。 

・1944 年東南海地震の際、熊野灘沿岸の各地では、複数度にわたって津波が

押し寄せた。第一波が到達した後に、家財を持ち出そうと、避難していた

高台から自宅に戻った住民が、その後に押し寄せた第二波にのまれ、多く

の生命が失われた。 

 
東海・東南海・南海地震が同時発生した場合に、三重県沿岸各地で想定され

る津波波形。図は熊野市遊木漁港の例。（三重県、防災みえ.jp「津波評価点 

（１５２ヶ所）の津波波形」より http://www.bosaimie.jp） 

 

③ 津波は海を伝わってくる間も、海岸に到達し、陸上に遡上・はん濫してか

らのスピードも極めて速い。 

・海上では、例えば、水深が 4,000m の地点では、時速約 720km／時（ジェッ

ト機並み）、水深が 2,000m の地点では、時速約 500km／時（リニアモーター

カー並み）のスピードで伝わってくる。 

・1993 年の北海道南西沖地震の際、北海道奥尻島の建物に残された痕跡から

推定された陸上での津波の速さは、7.3m／秒である（人が 100m を 14 秒く

らいで走るのと同じ速さ（ただし、津波から避難する際にまっすぐに走れ

たとして・・・））。 

④ 津波は高いところで 10m 前後にも達する。 
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⑤ 津波は河川や水路をさかのぼる。 

・陸上よりも河川や水路の方が速くさかのぼるため、予期せぬ場所から浸水

することがある。このことから、河川や水路沿いの避難はさける必要があ

る。 

⑥ 津波は引き波（引き潮）から始まるとは限らない。（第一波が押し波の場合

もある。） 

⑦ たとえ 50cm 程度の津波でも立っていられないほどの威力がある。 

・1983 年日本海中部地震の際、海岸でつりをしていた人々が、数十 cm の津波

に巻き込まれ、生命を落としたという事例がある。 

 

（２）内陸直下型地震 

ア 東海地震、東南海・南海地震に比較すれば、揺れている時間は一般的に短い

が、活断層近くでは、非常にはげしい揺れとなることがある。 

イ 東海地震、東南海・南海地震に比較すれば、想定される被害の範囲は一般的

に局所的なものとなるが、地下浅い所で破壊が生じるため、その直上では、甚

大な被害が生じることがある。 



５ 三重県の地震被害想定 

 三重県では、以下のような国の動向、取組等を踏まえ、地震による被害想定調査

を実施し、調査結果を平成 17 年 3 月にとりまとめた。 

・東海地震に係る地震防災対策強化地域への県内一部市町村の指定（平成14年4

月） 

・東南海・南海地震防災対策推進地域への県内全域の指定（平成15年12月） 

・中央防災会議より被害想定が公表（平成15年3月・4月） 

・地震調査研究推進本部による県内主要活断層の評価公表（平成12～16年度） 

 

（１）評価の対象 

① 想定するハザード（外力） 

・中央防災会議で検討された、三重県に大きな影響を及ぼす可能性のある地

震・津波を対象とした。 

・地震については、以下の14の想定震源モデルごとに、被害想定を実施した。 

・津波については、東海・東南海・南海地震が同時に発生する場合を想定し、

被害想定を実施した。 

② 想定震源モデル 

ア プレート境界型地震（中央防災会議モデルによる） 

・東海・東南海・南海地震が同時に発生 

・東海地震が単独で発生 

・東南海地震発生の後、南海地震が数時間から数十時間程度の時間差で発生 

イ 県内に位置する活断層による地震 

・養老－桑名－四日市断層帯 

・養老－桑名断層帯 

・鈴鹿東縁断層帯 

・伊勢湾断層帯（伊勢湾断層帯主部） 

・伊勢湾断層帯（白子－野間断層） 

・伊勢湾断層帯（鈴鹿沖断層） 

・布引山地東縁断層帯西部 

・布引山地東縁断層帯東部 

・頓宮断層 

・木津川断層帯 

・名張断層帯 

③ 想定時間帯 

それぞれの想定震源モデルに対して、県民の生活行動が顕著に反映される３

つの時間帯（冬の5時、冬の18時、春夏秋の昼）を想定した。 

④ 被害想定項目 

強震動予測、建物被害、火災被害、液状化被害、斜面崩壊被害、津波被害、

人的被害、危険性物質被害、交通施設被害、ライフライン施設被害 

 

 

 - 74 -



（２）強震動予測結果の概要 

上記の想定震源モデル（プレート境界型地震：3 モデル、活断層を震源とする

地震：11 モデル）により、各市町において想定される震度は、以下のとおりであ

る。 

【各市町に対して各想定震源モデルが与える震度】 
※表中の数値と震度との関係 

震度6強：6.0以上6.5未満、震度6弱：5.5以上6.0未満、震度5強：5.0以上5.5未満、 

震度5弱：4.5以上5.0未満、震度4 ：3.5以上4.5未満、震度3 ：2.5以上3.5未満、 

震度2 ：1.5以上2.5未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震
度
５
強
以
上
は
、
黒
地
に
白
抜
き
文
字
に
し
て
あ
り
ま
す
。 

伊勢湾
断層帯
主部

白子－
野間
断層

鈴鹿沖
断層

M8.7 M8.0 M8.1 M8.4 M7.8 M7.4 M7.5 M7.5 M7.0 M6.7 M7.4 M7.6 M7.3 M7.3 M7.3
津市 5.4 4.1 5.4 4.2 4.6 4.5 4.9 4.7 4.4 4.3 5.4 5.5 4.9 4.7 4.9

旧津市 5.8 4.7 5.8 4.3 5.2 5.0 5.2 5.2 5.1 5.1 5.8 6.0 5.1 4.7 4.8
旧久居市 5.5 4.3 5.5 4.2 4.9 4.8 5.1 4.9 4.7 4.6 5.8 5.8 5.2 4.8 5.0
旧河芸町 5.8 4.7 5.8 4.3 5.3 5.1 5.2 5.3 5.3 5.5 5.6 5.9 5.0 4.7 4.5
旧芸濃町 5.3 4.2 5.3 4.1 5.0 4.9 5.5 4.9 4.6 4.6 5.8 5.4 5.4 5.0 5.0
旧美里村 5.3 4.1 5.3 4.2 4.8 4.7 5.2 4.7 4.6 4.5 5.8 5.5 5.4 4.9 5.0
旧安濃町 5.4 4.3 5.4 4.2 5.0 5.0 5.4 5.0 4.9 4.9 6.0 5.8 5.3 4.9 4.9
旧香良洲町 5.8 4.8 5.8 4.3 5.1 4.9 4.7 5.1 4.8 4.8 5.3 5.9 5.0 4.3 4.5
旧一志町 5.4 4.1 5.4 4.1 4.6 4.5 4.8 4.8 4.5 4.3 5.5 5.9 4.9 4.6 4.9
旧白山町 5.1 3.7 5.1 4.1 4.4 4.4 4.8 4.5 4.3 4.1 5.3 5.5 5.1 4.8 5.2
旧美杉村 5.2 3.8 5.2 4.1 4.0 4.0 4.3 4.3 3.8 3.7 4.6 5.1 4.4 4.4 4.8

四日市市 5.4 4.6 5.4 4.1 5.9 5.8 5.6 5.3 4.7 5.3 4.9 4.8 4.5 4.2 4.0
伊勢市 6.0 4.6 5.9 4.2 4.2 4.0 3.9 4.8 4.5 4.2 4.2 4.8 3.9 3.7 3.8

旧伊勢市 6.0 4.6 5.9 4.2 4.1 3.9 3.9 4.7 4.4 4.1 4.2 4.8 3.8 3.7 3.8
旧二見町 6.1 4.9 6.2 4.4 4.3 4.2 4.2 5.1 4.7 4.4 4.3 5.0 4.1 3.8 3.8
旧小俣町 6.0 4.9 6.0 4.4 4.6 4.5 4.1 5.2 5.1 4.6 4.6 5.2 4.4 4.2 4.1
旧御薗村 6.0 4.6 6.0 4.2 4.6 4.5 4.0 5.4 4.9 4.6 4.4 5.2 4.3 4.2 3.9

松阪市 5.4 4.0 5.4 4.2 4.1 4.0 4.3 4.4 4.0 3.8 4.5 5.2 4.2 4.2 4.4
桑名市 5.4 4.6 5.3 3.9 6.0 5.9 5.2 5.3 4.2 4.9 4.5 4.4 4.1 3.9 3.8
鈴鹿市 5.6 4.5 5.6 4.2 5.5 5.3 5.6 5.3 5.0 5.4 5.4 5.2 4.8 4.5 4.3
名張市 4.9 3.6 4.9 4.2 4.1 4.0 4.3 4.2 3.9 3.9 4.6 4.9 4.8 5.0 6.0
尾鷲市 5.9 3.5 5.9 4.8 3.0 3.0 3.3 3.5 2.9 2.7 3.1 3.7 3.0 3.0 3.2
亀山市 5.5 4.2 5.5 4.1 5.1 5.0 5.7 4.9 4.6 4.7 5.7 5.1 5.4 5.0 4.7
鳥羽市 6.2 4.9 6.2 4.2 3.9 3.7 3.6 4.7 4.2 3.9 3.9 4.4 3.4 3.3 3.4
熊野市 5.7 3.6 5.7 5.1 2.7 2.8 3.0 3.2 2.6 2.4 2.8 3.3 2.8 2.9 3.1

旧熊野市 5.8 3.6 5.8 5.1 2.8 2.8 3.1 3.3 2.7 2.5 2.9 3.4 2.9 2.9 3.2
旧紀和町 5.5 3.6 5.5 5.1 2.5 2.7 2.9 3.1 2.4 2.2 2.6 3.2 2.6 2.8 3.0

いなべ市 5.1 4.2 5.1 3.8 5.8 5.7 5.8 5.0 4.0 4.4 4.5 4.2 4.2 4.0 3.8
志摩市 6.2 4.6 6.2 4.3 3.8 3.5 3.6 4.5 3.9 3.7 3.9 4.2 3.3 3.3 3.4
伊賀市 5.0 3.8 5.0 4.2 4.5 4.4 4.8 4.5 4.1 4.1 5.0 4.9 5.4 5.6 5.7
桑名郡 木曽岬町 5.5 4.9 5.4 4.2 5.5 5.5 4.6 5.2 4.2 4.9 4.2 4.3 3.7 3.6 3.6
員弁郡 東員町 5.4 4.4 5.4 3.8 6.0 6.1 5.6 5.4 4.5 4.9 4.7 4.5 4.3 4.0 3.7
三重郡 菰野町 5.3 4.3 5.3 4.0 5.7 5.6 6.3 5.0 4.2 4.9 5.0 4.6 4.6 4.3 4.1
三重郡 朝日町 5.4 4.8 5.4 4.0 5.9 6.0 5.3 5.4 4.5 5.2 4.5 4.4 4.2 3.9 3.8
三重郡 川越町 5.5 4.8 5.5 4.3 5.9 5.6 4.9 5.1 4.5 5.2 4.3 4.4 3.9 3.7 3.7
多気郡 多気町 5.7 4.2 5.7 4.2 4.3 4.2 4.3 4.6 4.2 4.0 4.6 5.3 4.1 4.1 4.2

旧多気町 5.8 4.3 5.8 4.3 4.4 4.4 4.3 4.7 4.4 4.2 4.7 5.4 4.2 4.2 4.3
旧勢和村 5.7 4.1 5.7 4.2 4.2 4.0 4.3 4.5 4.1 3.9 4.5 5.3 4.0 4.0 4.1

多気郡 明和町 5.9 4.9 5.9 4.4 4.8 4.7 4.2 5.3 4.9 4.7 4.7 5.6 4.5 4.2 4.2
多気郡 大台町 5.4 3.7 5.4 4.4 3.5 3.6 3.9 4.0 3.4 3.3 3.9 4.5 3.6 3.7 3.9

旧大台町 5.6 4.0 5.6 4.1 4.0 3.9 4.2 4.4 4.0 3.7 4.4 5.0 3.9 3.8 4.0
旧宮川村 5.4 3.7 5.4 4.4 3.4 3.5 3.8 3.9 3.3 3.2 3.8 4.4 3.6 3.7 3.9

度会郡 玉城町 6.0 4.5 6.0 4.3 4.3 4.4 4.2 4.8 4.4 4.4 4.6 5.2 4.0 4.0 4.2
度会郡 南伊勢町 5.9 4.3 5.9 4.4 3.7 3.6 3.8 4.3 3.7 3.5 3.9 4.4 3.5 3.5 3.6

旧南勢町 6.0 4.5 6.0 4.4 3.8 3.7 3.8 4.4 3.8 3.7 4.0 4.5 3.5 3.6 3.5
旧南島町 5.8 4.1 5.8 4.4 3.7 3.6 3.8 4.2 3.6 3.4 3.9 4.4 3.5 3.5 3.7

度会郡 度会町 5.8 4.3 5.8 4.3 4.0 4.0 4.0 4.4 3.9 3.8 4.2 4.8 3.8 3.7 3.8
度会郡 大紀町 5.7 3.9 5.7 4.3 3.7 3.6 4.0 4.2 3.6 3.4 4.1 4.6 3.6 3.6 3.8
北牟婁郡 紀北町 5.8 3.8 5.8 4.8 3.3 3.2 3.6 3.8 3.2 3.0 3.5 4.1 3.4 3.4 3.6

旧紀伊長島町5.8 3.9 5.8 4.7 3.4 3.3 3.8 4.0 3.4 3.1 3.7 4.2 3.5 3.5 3.7
旧海山町 5.8 3.7 5.8 4.8 3.2 3.2 3.5 3.7 3.1 2.9 3.4 4.0 3.3 3.3 3.5

南牟婁郡 御浜町 5.8 3.7 5.8 5.3 2.7 2.7 2.9 3.3 2.6 2.3 2.8 3.3 2.8 2.8 3.1
南牟婁郡 紀宝町 5.7 3.7 5.7 5.4 2.5 2.6 2.8 3.1 2.4 2.2 2.6 3.1 2.6 2.7 2.9

旧紀宝町 5.7 3.7 5.7 5.4 2.5 2.6 2.8 3.1 2.4 2.2 2.6 3.1 2.6 2.7 2.9
旧鵜殿村 6.0 4.1 6.0 5.7 3.0 2.9 3.0 3.6 3.2 2.5 3.2 3.5 2.9 3.1 3.1

布引山
地東緑
断層帯
東部

東海・
東南
海・南
海地震

東海
地震

東南海
地震

南海
地震

各震源モデルにおける市町別平均震度

市町名
養老－
桑名
断層帯

頓宮
断層

木津川
断層帯

名張
断層帯

伊勢湾断層帯
養老－
桑名－
四日市
断層帯

鈴鹿東
緑断層
帯

布引山
地東緑
断層帯
西部
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（３）東海地震、東南海・南海地震による被害想定結果の概要 

東海地震、東南海・南海地震の発生を想定した場合の被害想定については、国

の中央防災会議、三重県それぞれから想定結果が公表されており、その概要につ

いては、以下のとおりである。 

 

【東海地震、東南海・南海地震による被害想定結果】   （中央防災会議資料より） 

項目 東海・東南海・南海 東南海・南海 東海 

公表機関・時期 県（H17.3） 国（H15.4） 国（H15.3） 

想定時間 冬の5時 冬の5時 冬の5時（予知なし）

想定地震規模 M8.7 M8.6 M8程度 

最大震度 7 6強 5強以下 

死者（揺れ） 約 1,300 約 1,300 － 

死者（津波） 約 1,000～3,100 約 400～1,000 約 60～500 

死者（火災） 約 40 約 20～70 － 

死者（斜面災害） 約 340 約 300 － 

死者（合計） 約 2,700～4,800 約 1,900～2,600 約 70～500 

負傷者 約 11,700 県別想定なし 県別想定なし 

全壊建物（揺れ） 約 39,000 約 29,500 － 

全壊建物（津波） 約 10,000 約 3,600 約 3,600 

全壊建物（火災） 約 2,900 約 1,700～6,700 － 

全壊建物（液状化） 約 10,800 約 7,500 約 800 

全壊建物（斜面災害） 約 3,400 約 2,900 約 70 

全壊建物（合計） 約 66,100 約 45,300～50,200 約 4,500 

※ 「－」はわずか。単位は、人的被害は「人」、建物被害は「棟」。 

※ 火災による全壊（焼失）棟数は、冬の18時に発生した場合を想定。 

 

【県被害想定結果（東海・東南海・南海地震同時発生）の概要】 

① 全般 

・志摩半島を中心に沿岸部で強い揺れを生じ、都市部を中心に多くの人的被害

が発生すると想定されている。 
② 地震動による被害 
・地震動（揺れ、火災、斜面災害）による死者は、冬の朝 5 時に地震が発生し

た場合の想定で約 1,700 人、負傷者は約 11,700 人と想定されている。 

③ 津波による被害 
・死者は、早朝に発生した場合で、約 1,000～3,100 人（防潮施設が機能した場

合）であり、特に東紀州方面での大きな被害が想定されている。 

・住民の津波からの避難意識が『低い』場合には、避難の遅れによる影響が大

きく出ることとなり、熊野灘沿岸の地域において被害が大きくなることが想

定されている。 
（このことは、津波による人的被害を減らすためには、迅速な避難が最も有効であり、県民

の方々の防災意識の高揚が重要であることを示している。） 
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④ 観光客被害 
・春夏秋の平均的な観光客数をもとに算出した場合、死者約 90 名、負傷者約

450 名が想定されている。 

⑤ 帰宅困難者 
・津市の約 28,000 人をはじめとして、都市部を中心に、約 138,000 人の帰宅困

難者が発生することが想定されている。 

 

（４）県内の主要活断層を震源とする地震による被害想定結果の概要 

また、三重県内には、北中部を中心として、活断層が多く分布しており（概略

位置については、下図参照）、これらの主要な活断層が活動した場合の被害想定

結果の概要については、以下のとおりである。 

 

【三重県内の主な活断層の概略位置】 

（山地と平野の境界にも多くの活断層があることがわかる。） 

 

 

【活断層を震源とする地震による被害想定結果】 

項目 
養老－桑名－ 

四日市断層帯 

布引山地東縁 

断層帯（東部） 

布引山地東縁 

断層帯（西部） 

想定地震規模 M7.8 M7.6 M7.4 

最大震度 7 7 6強 

今後30年以内の発生確率 ほぼ0～0.7% 0.001% ほぼ0～1% 

死者（揺れ） 約 240 約 270 約 110 

負傷者 約 2,400 約 2,200 約 710 

全壊建物（揺れ） 約 5,700 約 5,600 約 1,300 

全壊建物（火災） 約 4,400 約 5,400 約 1,600 

全壊建物（液状化） 約 7,000 約 6,200 約 4,500 

全壊建物（斜面災害） 約 660 約 1,200 約 880 

全壊建物（合計） 約 17,800 約 18,400 約 8,300 
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項目 鈴鹿東縁断層帯 
伊勢湾断層帯 

（主部） 

伊勢湾断層帯 

（白子－野間断層）

想定地震規模 M7.5 M7.5 M7.0 

最大震度 7 6弱 6弱 

今後30年以内の発生確率 ほぼ0～0.07% 0～0.002% 0.2～0.8% 

死者（揺れ） 約 110 約 100 約 40 

負傷者 約 160 約 480 約 180 

全壊建物（揺れ） 約 1,600 約 650 約 230 

全壊建物（火災） 約 1,600 約 2,000 約 720 

全壊建物（液状化） 約 3,800 約 6,000 約 2,800 

全壊建物（斜面災害） 約 760 約 920 約 380 

全壊建物（合計） 約 7,800 約 9,600 約 4,100 

 

項目 
伊勢湾断層帯 

（鈴鹿沖断層） 
頓宮断層 木津川断層帯 

想定地震規模 M6.7 M7.3 M7.3 

最大震度 6強 6強 7 

今後30年以内の発生確率 評価対象外 0～1.0% 0% 

死者（揺れ） 約 40 約 60 約 70 

負傷者 約 240 約 160 約 320 

全壊建物（揺れ） 約 310 約 190 約 890 

全壊建物（火災） 約 810 約 230 約 510 

全壊建物（液状化） 約 4,600 約 1,600 約 510 

全壊建物（斜面災害） 約 420 約 610 約 550 

全壊建物（合計） 約 6,200 約 2,600 約 2,500 

 

項目 名張断層帯 

想定地震規模 M6.7 

最大震度 6強 

今後30年以内の発生確率 評価対象外 

死者（揺れ） 約 90 

負傷者 約 550 

全壊建物（揺れ） 約 1,200 

全壊建物（火災） 約 460 

全壊建物（液状化） 約 850 

全壊建物（斜面災害） 約 590 

全壊建物（合計） 約 3,100 

※ 「－」はわずか。単位は、人的被害は「人」、建物被害は「棟」。 

※ 火災による全壊（焼失）棟数は、冬の18時に発生した場合を想定。 
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【県被害想定結果（県内の主要活断層を震源とする地震）の概要】 

・県内の活断層による地震被害のうち、特に被害が大きくなるものとしては、

養老―桑名―四日市断層帯、布引山地東縁断層帯東部による地震があげられ

る。 

・いずれも、最大震度７、建物被害約 18,000 棟で、死者数がそれぞれ約 240 人

と約 270 人と想定されている。 

・いずれの場合も、都市部を中心に被害が想定されている。 

 

 

 



Ⅲ 風水害 

１ 台風や集中豪雨によっておこる災害 

（１）洪水による災害 
大雨などによって、河川の水位や流量が普段より著しく増大することを洪水と

いう。洪水には、大雨などによって、河川の流量が増加して発生する外水氾濫と、

降水をスムーズに排出できずに発生する内水氾濫の２種類があり、どちらも家屋

等に大きな被害を及ぼす。 
（２）土砂災害による被害 

 土砂災害は、長雨や集中豪雨がきっかけで発生し、主に①土石流②地すべり③

がけ崩れの３つがある。三重県は、土砂災害の発生しやすい地形・地質特性を有

しているため、過去に梅雨前線による集中豪雨や台風により県内各地で大きな災

害に見舞われた。 

土石流 地すべり がけ崩れ 

山、川の石や土石流が集中豪雨な

どによって一気に下流へ押し流さ

れます。また、直進する性質があ

りますので、沢の出口などが危険

です。 

粘土などのすべりやすい地層に地下水が

作用して、地面がゆっくりすべって動き出

します。極めて緩慢に起こり、広い範囲に

わたって被害をもたらすのが特徴です。 

集中豪雨などにより急な

斜面が崩れ落ちます。崩れ

落ちるスピードが速いた

め、早めの避難が必要で

す。 
三重県「地震・風水害から身を守ろう」より（図は三重県河川砂防室 Web ページより）  

（３）暴風による被害 
 暴風は、一般的に風速 20 メートル

以上の風を指す。風速が 15 メートル

以上になると風に向かって歩けなく

なったり転倒したりする。さらに風速

25 メートル以上になると木が根こそ

ぎ倒れはじめ、30 メートル以上になる

と木造住宅が倒壊しはじめる。 
（４）高潮による被害 三重県「地震・風水害から身を守ろう」より 

 高潮は、台風の接近にともなって発生することが多く、海面が異常に上昇する

現象である。特に海岸の海抜ゼロメートル地帯などは、高潮による浸水被害を受

ける危険性が高く、注意が必要である。 
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２ 避難について 
 災害時には、市町長が避難勧告や避難指示を発令する場合があるが、災害時の避

難で何よりも大切なのは、危険を感じたら自らの判断で避難することである。 
 

避難準備情報

 

 
 

 

避難勧告 

避難指示 

 災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要

する方が避難行動を開始しなければならない段

階であり、人的被害の発生す 可能性が高まっ

た時に市町から発令される。

る

 

 通常の避難行動ができる方が避難行動を開始

しなければならない段階であり、人的被害の発

生する可能性が明らかに高まった時に市町から

発令される 

 前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から、

人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断

された時に市町から発令される。

 
弱 

危険度 

 

強 
 

三重県「地震・風水害から身を守ろう」より 
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３ 台風時における生徒の登下校の指導ならびに授業実施について 
 
 

  ○台風時における生徒の登下校の指導ならびに授業 

   実施について 
 

 

 最終改正 昭和63年3月29日 

１ 始業時前に暴風警報が発令されている場合 

 (1) 生徒は登校させなくてよい。 

 (2) ただし、警報が午前11時までに解除された場合は、解除後2時間の余裕 

  をもつて生徒を登校させ、当日の授業を始める。 

 (3) 午前11時においてもなお警報が解除されない場合は当日の授業は中止 

  する。 

 注 (ｱ) 上記(2)の場合、道路、橋梁の決潰、浸水等により登校に危険が予 

     想される地域の生徒ならびに輸送機関のまひ等により登校が困難な 

     生徒については、当日の登校をやめさせるなど事故のないよう適切 

     な措置を講ずるものとし、要すれば学校においてあらかじめ具体的 

     な指導をしておくこと。 

   （ｲ） 登校途上において警報が発令された場合についても、あらかじめ 

     各学校において具体的な指示をあたえるなどして、じゅうぶんに事 

     前指導をしておくとともに、平素から家庭や関係諸機関に連絡し、 

     その協力を依頼するなど適切な措置を講じておくこと。 

２ 始業後に暴風警報が発令された場合 

 (1) 原則として、直ちに授業を中止し、速やかに生徒を帰宅させる。 

 (2) ただし、 台風の中心位置、進行方向、 速度、発令等における気象状 

  況、地域の道路、橋梁、浸水の状況、輸送機関の状況等から判断して、 

  安全に帰宅することが困難と認められる生徒については、最も安全な場 

  所に待避させ保護するとともに、父兄と緊密な連絡をとる等適切な処置 

  をとること。 

３ 暴風警報の地域的差違、学校のおかれている諸条件からみて前記による 

 ことが学校運営上いちじるしく適当でない場合は１および２の定めにかか 

 わらず学校長の判断によりその都度適切な処置を講ずるものとする。 

４ 高潮・波浪・大雨・洪水注意報又は警報が発令された場合も地域によつ 

 ては前記１、２、３に準じて適切な処置を講ずるものとする。 

 

昭和 41 年 9月 7日 

教 育 委 員 会 公 告 ( ) 
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Ⅳ 教職員の緊急動員計画（基準）及び非常体制時の業務等 

（県立学校の場合） 

 

 １ 緊急動員計画（基準） 

（１）県内で震度５強以上の地震が発生した場合 

 勤務時間内（校内） 勤務時間内（出張中） 勤務時間外 

管理職 
直ちに配備につく 直ちに所属校に帰校

し配備につく 

直ちに所属校に出勤

し配備につく 

教職員 
直ちに配備につく 直ちに所属校に帰校

し配備につく         
でき得る限り早期に

出勤し配備につく※ 

※比較的短時間で参集できる教職員を、初動体制を確立するための要員として

定めておくとよい。 
 
（２）東海地震注意情報または東海地震予知情報（警戒宣言）が発表された場合 

 勤務時間内（校内） 勤務時間内（出張中） 勤務時間外 

管理職 
直ちに配備につく 直ちに所属校に帰校

し配備につく 

直ちに所属校に出勤

し配備につく 

教職員 
直ちに配備につく 直ちに所属校に帰校

し配備につく         
校長の指示に従う 

 

 
（３）風水害等の場合 

   校長の指示に従う。 
 
【留意事項】 
・参集にあたっては、自分自身及び家族の安全の確保、交通機関の状況、道路の

冠水・損壊、橋梁の流失・損壊、堤防の決壊などに注意する。 
・参集にあたっては、３日分程度の飲料水、食料、懐中電灯、携帯ラジオ、着替

え、雨具、季節に応じた防寒着などを携帯する。 
 
 ２ 非常体制時に行う業務 

① 児童生徒の安全確保      ② 災害に係る情報収集 
③ 人的被害や物的被害の確認   ④ 教育委員会等への被害の報告 
⑤ 被害に対する対応       ⑥ 教育再開に向けた対応 
⑦ 避難所が開設された場合の対応 ⑧ その他災害に係る対応 
 

３ 非常体制の規模縮小や解除 

県内に震度５強以上が発生した場合において、地震の規模や被害の状況等を踏

まえたうえで、それぞれの学校に人的・物的被害がないことが確認され、災害対

応の必要がない場合や、被害はあったものの必要な対応が完了した場合は、校長

の判断で、非常体制の規模縮小や解除ができる（ただし、教育委員会からの指示

がある場合を除く）。 
なお、解除する場合は、電話、ＦＡＸ、メールのいずれかにより教育委員会へ

報告を行うこととする（規模縮小の場合は連絡不要）。 
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Ⅴ 学習指導要領等における防災に関する主な内容 
 

 幼稚園教育要領及び学習指導要領の中で、防災に関する主な内容を抽出し、アンダーラインで

示した。授業を行う際、防災に関係していることを意識することが大切である。 

 

幼稚園教育要領 
 
第２章 ねらい及び内容 

健康 

〔健康な心と体を育て，自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。〕 

１ ねらい 

(3) 健康，安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。 

２ 内容 

(10)危険な場所，危険な遊び方，災害時などの行動の仕方が分かり，安全に気を付けて行動する。 

３ 内容の取扱い 

(2) 様々な遊びの中で，幼児が興味や関心，能力に応じて全身を使って活動することにより，体を動かす楽しさ

を味わい，安全についての構えを身に付け，自分の体を大切にしようとする気持ちが育つようにすること。 

 

第３章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項 

第１ 指導計画の作成に当たっての留意事項 

２ 特に留意する事項 

(1) 安全に関する指導に当たっては，情緒の安定を図り，遊びを通して状況に応じて機敏に自分の体を動かすこ

とができるようにするとともに，危険な場所や事物などが分かり，安全についての理解を深めるようにすること。 

また，交通安全の習慣を身に付けるようにするとともに，災害などの緊急時に適切な行動がとれるようにす

るための訓練なども行うようにすること。 

 
小学校学習指導要領 
 
第１章 総則 

第１ 教育課程編成の一般方針 

３ 学校における体育・健康に関する指導は，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切

に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身

の健康の保持増進に関する指導については，体育科の時間はもとより，家庭科，特別活動などにおいてもそれぞ

れの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を

図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力あ

る生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。 

 

第２章 各教科 

第２節 社会 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第３学年及び第４学年〕 

１ 目標 

(1) 地域の産業や消費生活の様子，人々の健康な生活や良好な生活環境及び安全を守るための諸活動について理

解できるようにし，地域社会の一員としての自覚をもつようにする。 

２ 内容 

(4) 地域社会における災害及び事故の防止について，次のことを見学，調査したり資料を活用したりして調べ，

人々の安全を守るための関係機関の働きとそこに従事している人々や地域の人々の工夫や努力を考えるように

する。 

ア 関係機関は地域の人々と協力して，災害や事故の防止に努めていること。 

イ 関係の諸機関が相互に連携して，緊急に対処する体制をとっていること。 

３ 内容の取扱い 

(4) 内容の(4)の「災害」については，火災，風水害，地震などの中から選択して取り上げ，「事故の防止」につ

いては， 交通事故などの事故防止や防犯を取り上げるものとする。 

〔第５学年〕 

１ 目標 

(1) 我が国の国土の様子，国土の環境と国民生活との関連について理解できるようにし，環境の保全や自然災害

の防止の重要性について関心を深め，国土に対する愛情を育てるようにする。 
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２ 内容 

(1) 我が国の国土の自然などの様子について，次のことを地図や地球儀，資料などを活用して調べ，国土の環境

が人々の生活や産業と密接な関連をもっていることを考えるようにする。 

エ 国土の保全などのための森林資源の働き及び自然災害の防止 

３ 内容の取扱い 

(5) 内容の(4)については，次のとおり取り扱うものとする。 

イ イについては，情報ネットワークを有効に活用して公共サービスの向上に努めている教育，福祉，医療，

防災などの中から選択して取り上げること。 

〔第６学年〕 

２ 内容 

(2) 我が国の政治の働きについて，次のことを調査したり資料を活用したりして調べ，国民主権と関連付けて政

治は国民生活の安定と向上を図るために大切な働きをしていること，現在の我が国の民主政治は日本国憲法の基

本的な考え方に基づいていることを考えるようにする。 

ア 国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが反映していること。 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ウ アの「地方公共団体や国の政治の働き」については，社会保障，災害復旧の取組，地域の開発などの中

から選択して取り上げ，具体的に調べられるようにすること。 

 

第４節 理科 

〔第５学年〕 

１ 目標 

(2) 植物の発芽から結実までの過程，動物の発生や成長，流水の様子，天気の変化を条件，時間，水量，自然災

害などに目を向けながら調べ，見いだした問題を計画的に追究する活動を通して，生命を尊重する態度を育てる

とともに，生命の連続性，流水の働き，気象現象の規則性についての見方や考え方を養う。 

２ 内容 

(4) 天気の変化 

１日の雲の様子を観測したり，映像などの情報を活用したりして，雲の動きなどを調べ，天気の変化の仕方に

ついての考えをもつことができるようにする。 

イ 天気の変化は，映像などの気象情報を用いて予想できること。 

３ 内容の取扱い 

(4) 内容の「Ｂ生命・地球」の(4)のイについては，台風の進路による天気の変化や台風と降雨との関係について

も触れるものとする。 

〔第６学年〕 

１ 目標 

(2) 生物の体のつくりと働き，生物と環境，土地のつくりと変化の様子，月と太陽の関係を推論しながら調べ，

見いだした問題を計画的に追究する活動を通して，生命を尊重する態度を育てるとともに，生物の体の働き，生

物と環境とのかかわり，土地のつくりと変化のきまり，月の位置や特徴についての見方や考え方を養う。 

２ 内容 

(4) 土地のつくりと変化 

土地やその中に含まれる物を観察し，土地のつくりや土地のでき方を調べ，土地のつくりと変化についての

考えをもつことができるようにする。 

ウ 土地は，火山の噴火や地震によって変化すること。 

 

第５節 生活 

第２ 各学年の目標及び内容 

〔第１学年及び第２学年〕 

１ 目標 

(1) 自分と身近な人々及び地域の様々な場所，公共物などとのかかわりに関心をもち，地域のよさに気付き，愛

着をもつことができるようにするとともに，集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え，安

全で適切な行動ができるようにする。 

２ 内容 

(1) 学校の施設の様子及び先生など学校生活を支えている人々や友達のことが分かり，楽しく安心して遊びや生

活ができるようにするとともに，通学路の様子やその安全を守っている人々などに関心をもち，安全な登下校が

できるようにする。 

 

第９節 体育 

〔第５学年及び第６学年〕 

１ 目標 
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(3) 心の健康，けがの防止及び病気の予防について理解できるようにし，健康で安全な生活を営む資質や能力を

育てる。 

Ｇ 保健 

(1) 心の発達及び不安，悩みへの対処について理解できるようにする。 

ウ 不安や悩みへの対処には，大人や友達に相談する，仲間と遊ぶ，運動をするなどいろいろな方法があるこ

と。 

(2) けがの防止について理解するとともに，けがなどの簡単な手当ができるようにする。 

ア 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には，周囲の危険に気付くこと，的

確な判断の下に安全に行動すること，環境を安全に整えることが必要であること。 

イ けがの簡単な手当は，速やかに行う必要があること。 

 

第６章 特別活動 

(3) 健康安全・体育的行事 

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての関心を高め，安全な行動や規律ある集団行動の体得，運動

に親しむ態度の育成，責任感や連帯感の涵養，体力の向上などに資するような活動を行うこと。 

 
中学校学習指導要領 
 
第１章 総則 

 

第１ 教育課程編成の一般方針 

３ 学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切

に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身

の健康の保持増進に関する指導については，保健体育科の時間はもとより，技術・家庭科，特別活動などにおい

てもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会

との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安

全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。 

 

第２章 各教科 

第２節 社会 

２ 内容 

(2) 日本の様々な地域 

イ 世界と比べた日本の地域的特色 

世界的視野や日本全体の視野から見た日本の地域的特色を取り上げ，我が国の国土の特色を様々な面

から大観させる。 

(ｱ) 自然環境 

世界的視野から日本の地形や気候の特色，海洋に囲まれた日本の国土の特色を理解させるととも

に，国内の地形や気候の特色，自然災害と防災への努力を取り上げ，日本の自然環境に関する特色

を大観させる。 

ウ 日本の諸地域 

日本を幾つかの地域に区分し，それぞれの地域について，以下の(ｱ)から(ｷ)で示した考察の仕方を基に

して，地域的特色をとらえさせる。 

(ｱ) 自然環境を中核とした考察 

地域の地形や気候などの自然環境に関する特色ある事象を中核として，それを人々の生活や産業

などと関連付け，自然環境が地域の人々の生活や産業などと深い関係をもっていることや，地域の

自然災害に応じた防災対策が大切であることなどについて考える。 

 

第４節 理科 

〔第２分野〕 

１ 目標 

(3) 地学的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・実験技能を習得させ，観察，実験の結果を分析し

て解釈し表現する能力を育てるとともに，大地の成り立ちと変化，気象とその変化，地球と宇宙などについて理

解させ，これらの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。 

２ 内容 

(2) 大地の成り立ちと変化 

大地の活動の様子や身近な岩石，地層，地形などの観察を通して，地表に見られる様々な事物・現象を大地

の変化と関連付けて理解させ，大地の変化についての認識を深める。 

ア 火山と地震 

(ｱ) 火山活動と火成岩 
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火山の形，活動の様子及びその噴出物を調べ，それらを地下のマグマの性質と関連付けてとらえ

るとともに，火山岩と深成岩の観察を行い，それらの組織の違いを成因と関連付けてとらえること。 

(ｲ) 地震の伝わり方と地球内部の働き 

地震の体験や記録を基に，その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気付くとともに，地震の原因を

地球内部の働きと関連付けてとらえ，地震に伴う土地の変化の様子を理解すること。 

(4) 気象とその変化 

身近な気象の観察，観測を通して，気象要素と天気の変化の関係を見いださせるとともに，気象現象につい

てそれが起こる仕組みと規則性についての認識を深める。 

ア 気象観測 

(ｱ) 気象観測 

 校庭などで気象観測を行い，観測方法や記録の仕方を身に付けるとともに，その観測記録などに

基づいて，気温，湿度，気圧，風向などの変化と天気との関係を見いだすこと。 

イ 天気の変化 

(ｱ) 霧や雲の発生 

霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき方を気圧，気温及び湿度の変化と関連付

けてとらえること。 

(ｲ) 前線の通過と天気の変化 

前線の通過に伴う天気の変化の観測結果などに基づいて，その変化を暖気，寒気と関連付けてと

らえること。 

ウ 日本の気象 

(ｱ) 日本の天気の特徴 

天気図や気象衛星画像などから，日本の天気の特徴を気団と関連付けてとらえること。 

(ｲ) 大気の動きと海洋の影響 

気象衛星画像や調査記録などから，日本の気象を日本付近の大気の動きや海洋の影響に関連付

けてとらえること。 

(7) 自然と人間 

自然環境を調べ，自然界における生物相互の関係や自然界のつり合いについて理解させるとともに，自然と

人間のかかわり方について認識を深め，自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察し判

断する態度を養う。 

イ 自然の恵みと災害 

(ｱ) 自然の恵みと災害 

自然がもたらす恵みと災害などについて調べ，これらを多面的，総合的にとらえて，自然と人間

のかかわり方について考察すること。 

３ 内容の取扱い 

(3) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。 

イ アの(ｲ)については，地震の現象面を中心に取り扱い，初期微動継続時間と震源までの距離との定性的な

関係にも触れること。また，「地球内部の働き」については，日本付近のプレートの動きを扱うこと。 

ウ イの(ｱ)については，地層を形成している代表的な堆積岩も取り上げること。「野外観察」については，

学校内外の地層を観察する活動とすること。「地層」については，断層， 褶曲にも触れること。「化石」

については，示相化石及び示準化石を取り上げること。「地質年代」の区分は古生代，中生代，新生代の

第三紀及び第四紀を取り上げること。 

(8) 内容の(7)については，次のとおり取り扱うものとする。 

ウ イの(ｱ)については，地球規模でのプレートの動きも扱うこと。また，「災害」については，記録や資料

などを用いて調べ，地域の災害について触れること。 

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い 

２ 各分野の内容の指導については，次の事項に配慮するものとする。 

(3) 科学技術が日常生活や社会を豊かにしていることや安全性の向上に役立っていることに触れること。また，

理科で学習することが様々な職業などと関係していることにも触れること。 

 

第７節 保健体育 

２ 内容 

〔保健分野〕 

１ 目標 

個人生活における健康・安全に関する理解を通して，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善してい

く資質や能力を育てる。 

２ 内容 

(3) 傷害の防止について理解を深めることができるようにする。 

ア 交通事故や自然災害などによる傷害は，人的要因や環境要因などがかかわって発生すること。 

ウ 自然災害による傷害は，災害発生時だけでなく，二次災害によっても生じること。また，自然災害によ
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る傷害の多くは，災害に備えておくこと，安全に避難することによって防止できること。 

エ 応急手当を適切に行うことによって，傷害の悪化を防止することができること。また，応急手当には，

心肺蘇生等があること。 

３ 内容の取扱い 

(6) 内容の(3)のエについては，包帯法，止血法など傷害時の応急手当も取り扱い，実習を行うものとする。また，

効果的な指導を行うため，水泳など体育分野の内容との関連を図るものとする。 

 

第８節 技術・家庭 

〔家庭分野〕 

２ 内容 

Ｃ 衣生活・住生活と自立 

(2) 住居の機能と住まい方について，次の事項を指導する。 

イ 家族の安全を考えた室内環境の整え方を知り，快適な住まい方を工夫できること。 

 

第５章 特別活動 

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容 

〔学校行事〕 

２ 内容 

全校又は学年を単位として，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を

行うこと。 

(3) 健康安全・体育的行事 

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め，安全な行動や規律ある集団行動の体得，運

動に親しむ態度の育成，責任感や連帯感の涵養，体力の向上などに資するような活動を行うこと。 

 
高等学校学習指導要領  
 
第１章 総則 

第１款 教育課程編成の一般方針 

３ 学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切

に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身

の健康の保持増進に関する指導については，保健体育科はもとより，家庭科，特別活動などにおいてもそれぞれ

の特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図

りながら，日常生活において適切な体育･健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康･安全で活力ある生

活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。 

 

第２節 地理歴史 

第２款 各科目 

第２ 世界史Ｂ 

２ 内容 

(1) 世界史への扉 

自然環境と人類のかかわり，日本の歴史と世界の歴史のつながり，日常生活にみる世界の歴史にかかわる適

切な主題を設定し考察する活動を通して，地理と歴史への関心を高め，世界史学習の意義に気付かせる。 

ア 自然環境と人類のかかわり 

自然環境と人類のかかわりについて，生業や暮らし，交通手段，資源，災害などから適切な歴史的事例

を取り上げて考察させ，世界史学習における地理的視点の重要性に気付かせる。 

第５ 地理Ａ 

２ 内容 

イ 自然環境と防災 

我が国の自然環境の特色と自然災害とのかかわりについて理解させるとともに，国内にみられる自然災害

の事例を取り上げ，地域性を踏まえた対応が大切であることなどについて考察させる。 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

イ 内容の(2)については，次の事項に留意すること。 

(ｳ) イについては，日本では様々な自然災害が多発することから，早くから自然災害への対応に努めて

きたことなどを具体例を通して取り扱うこと。その際，地形図やハザードマップなどの主題図の読

図など，日常生活と結び付いた地理的技能を身に付けさせるとともに，防災意識を高めるよう工夫

すること。 

第５節 理科 

第２款 各科目 
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第１ 科学と人間生活 

２ 内容 

エ 宇宙や地球の科学 

(ｲ) 身近な自然景観と自然災害 

身近な自然景観の成り立ちと自然災害について，太陽の放射エネルギーによる作用や地球内部

のエネルギーによる変動と関連付けて理解すること。 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

オ 内容の(2)のエの(ｱ)については，太陽や月の運行と時や暦などとの関係，太陽が地球や人間生活に及

ぼす影響，太陽系の天体及び太陽系の広がりや構造に関して，観察，実験などを中心に扱うこと。その

際，天動説，地動説にも触れること。(ｲ)については，地域の自然景観，その変化と自然災害に関して，

観察，実験などを中心に扱うこと。その際，自然景観が長い時間の中で変化してできたことにも触れる

こと。「自然景観の成り立ち」については，流水の作用，地震や火山活動と関連付けて扱うこと。「自

然災害」については，防災にも触れること。 

第８ 地学基礎 

２ 内容 

(2) 変動する地球 

変動する地球について観察，実験などを通して探究し，地球がプレートの運動や太陽の放射エネルギーに

よって変動してきたことを理解させる。また，地球の環境と人間生活とのかかわりについて考察させる。 

ア 活動する地球 

(ｲ) 火山活動と地震 

火山活動と地震の発生の仕組みについて理解すること。 

エ 地球の環境 

(ｲ) 日本の自然環境 

日本の自然環境を理解し，その恩恵や災害など自然環境と人間生活とのかかわりについて考察する

こと。 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

イ 内容(2)のアの(ｱ)については，マントル内のプルームの存在にも触れること。(ｲ)の「火山活動」につい

ては，プレートの発散境界や収束境界における火山活動を扱い，ホットスポットにおける火山活動にも触

れること。また，火成岩の観察を行うこと。「地震の発生の仕組み」については，プレートの収束境界にお

ける地震を中心に扱うこと。 

エの(ｱ)については，地球温暖化，オゾン層破壊，エルニーニョ現象などの現象をデータに基づいて人

間生活と関連させて扱うこと。(ｲ)の「恩恵や災害」については，日本に見られる季節の気象現象，地震

や火山活動など特徴的な現象を扱うこと。また，自然災害の予測や防災にも触れること。 

第９ 地学 

２ 内容 

(1) 地球の概観 

地球の形状や内部構造を観察，実験などを通して探究し，地球の概観を理解させる。 

イ 地球の内部 

(ｱ) 地球の内部構造 

地震波の伝わり方に基づいて地球内部の構造を理解すること。 

(2) 地球の活動と歴史 

地球に見られる様々な事物・現象を観察，実験などを通して探究し，地球の活動と歴史を理解させる。 

ア 地球の活動 

(ｲ) 地震と地殻変動 

プレート境界における地震活動の特徴とそれに伴う地殻変動などについて理解すること。 

 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

イ 内容の(2)のアの(ｱ)については，マントル内のプルームも扱うこと。(ｲ)については，世界の地震帯の特

徴をプレート運動と関連付けて扱うこと。また，日本列島付近におけるプレート間地震やプレート内地震

の特徴も扱うこと。地殻変動については，活断層と地形との関係にも触れること。 

第６節 保健体育 

第１款 目標 

心と体を一体としてとらえ，健康・安全や運動についての理解と運動の合理的，計画的な実践を通して，生涯

にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を育てるとともに健康の保持増進のための実践力の育成

と体力の向上を図り，明るく豊かで活力ある生活を営む態度を育てる。 

第２款 各科目 
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第２ 保健 

１ 目標 

個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし，生涯を通じて自らの健康を適切に管

理し，改善していく資質や能力を育てる。 

２ 内容 

(1) 現代社会と健康 

我が国の疾病構造や社会の変化に対応して，健康を保持増進するためには，個人の行動選択やそれを支える

社会環境づくりなどが大切であるというヘルスプロモーションの考え方を生かし，人々が自らの健康を適切に

管理すること及び環境を改善していくことが重要であることを理解できるようにする。 

エ 交通安全 

交通事故を防止するには，車両の特性の理解，安全な運転や歩行など適切な行動，自他の生命を尊重す

る態度，交通環境の整備などがかかわること。また，交通事故には責任や補償問題が生じること。 

オ 応急手当 

適切な応急手当は，傷害や疾病の悪化を軽減できること。応急手当には，正しい手順や方法があること。

また，心肺蘇生等の応急手当は，傷害や疾病によって身体が時間の経過とともに損なわれていく場合があ

ることから，速やかに行う必要があること。 

 

３ 内容の取扱い 

(4)  内容の(1)のエについては，二輪車及び自動車を中心に取り上げるものとする。また，自然災害などによる

傷害の防止についても，必要に応じ関連付けて扱うよう配慮するものとする。 

(5) 内容の(1)のオについては，実習を行うものとし，呼吸器系及び循環器系の機能については，必要に応じ関

連付けて扱う程度とする。また，効果的な指導を行うため，「体育」の「Ｄ水泳」などとの関連を図るよう配

慮するものとする。 

 

第３章 主として専門学科において開設される各教科 

第２節 工業 

第２款 各科目 

第 32 建築計画 

２ 内容 

(3) 建築の設備 

エ 防災設備 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

ウ 内容の(3)のアからウまでについては，主な設備の種類，構成と特徴などの基礎的な内容を扱うこと。ま

た，省エネルギーに関する設備にも触れること。エについては，災害の予防や人命保護に関する設備を扱

うこと。 

エ 内容の(4)のア及びイにつては，身近な住宅を中心として，建築計画の基本的な手法を扱うこと。ウにつ

いては，不特定多数の利用者を対象とした公共建築物などの空間構成と災害に対する配慮の必要性を扱う

こと。 

オ 内容の(5)については，都市景観及び都市防災についても扱うこと。 

 

第 36 設備計画 

２ 内容 

(5) 建築設備に関する法規 

ウ 衛生・防災に関する法規 

 

第 38 衛生・防災設備 

２ 内容 

(4) 防災設備 

ア 防火対象物と消防用設備 

イ 消火設備と配管機器の設計 

(6) 衛生・防災設備の施工 

イ 衛生・防災設備の試験・検査・保守 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

ウ 内容の(4)については，防災設備の必要性を具体的に理解させること。 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

エ 内容の(4)については，主な消火設備の機器の構成と配管を中心に扱うこと。 

カ 内容の(6)のアについては，施工法を中心に扱うこと。イについては，衛生・防災設備に関する法規に基
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づく基本的な機器の試験，検査及び保守を扱うこと。 

 

第 43 社会基盤工学 

２ 内容 

(1) 社会基盤整備 

ウ 災害と国土の整備 

(4) 社会基盤システム 

ウ 防災 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

ア 内容の(1)のアについては，土木事業に関する技術史について，土木構造物と人間の生活とのかかわり及

び土木事業が産業や経済の発展に果たした役割の概要を扱うこと。イについては，経済や産業の基盤整備

と土木工事とのかかわりの概要を扱うこと。ウについては，防災のための国土の整備を扱うこと。エにつ

いては，電力やガスなどのエネルギーに関する基盤整備の概要を扱うこと。オについては，環境を保全す

るための土木技術の役割を扱うこと。 

エ 内容の(4)のアについては，都市計画の基礎的な内容並びに国土計画及び地域計画の概要を扱うこと。イ

については，内容の(2)及び(3)に関連する環境保全及び社会基盤施設と景観とのかかわりを扱うこと。ウ

については，地震災害，風水害，火山災害などと防災対策の基礎的な内容を扱うこと。 

 

第 45 化学工学 

２ 内容 

(5) 化学プラントの安全 

ア 化学工業と災害 

イ 災害の予防と安全管理 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

ア 指導に当たっては，エネルギーや資源の有効利用について理解させること。 

イ 指導に当たっては，災害の防止，安全管理の重要性及び法令遵守について理解させること。 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

オ 内容の(5)については，化学災害の防止やプラントの安全管理などの基礎的な内容を扱うこと。 

 

第３節 商業 

第２款 各科目 

第 20 ビジネス情報管理 

２ 内容 

(1) ビジネスと情報システム 

ウ セキュリティ管理の必要性と方法 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

ア 内容の(1)のアについては，ビジネスの諸活動において情報を共有することの意義や必要性を扱うこと。

イについては，情報システムを構築し，業務を合理化・効率化している具体的な事例を扱うこと。ウにつ

いては，不正アクセス，コンピュータウイルス，災害などから情報や情報通信ネットワークなどを保護す

る方法を扱うこと。 

 

第４節 水産 

第２款 各科目 

第８ 船舶運用 

２ 内容 

(2) 船舶の設備 

エ 安全・衛生設備 

(4) 海上気象 

ア 海上気象の基礎 

イ 日本近海の海上気象 

(5) 操船 

エ 海難と応急 

(6) 船内の安全と衛生 

ア 災害防止 

イ 救急処置 

３ 内容の取扱い 
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(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

ア 内容の(2)から(6)までについては，実験・実習を通して，船舶の安全な運航・管理について具体的に理

解させること。 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

ウ 内容の(4)のアについては，気象要素や気団，前線などを扱うこと。イについては，我が国の各季節にお

ける気圧配置の特徴などについて扱うこと。 

エ 内容の(6)のイについては，捜索救助，応急医療，消火作業指揮などを扱うこと。 

 

第６節 看護 

第２款 各科目 

第 11 看護の統合と実践 

２ 内容 

(3) 災害看護 

ア 災害看護の意義 

イ 災害各期の対応と看護 

ウ 災害看護における心のケア 

 

３ 内容の取扱い 

(1) 内容の構成及びその取扱いに当たっては，次の事項に配慮するものとする。 

ア 指導に当たっては，臨床実践に近い状況を想定した実習を取り入れること。 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

ウ 内容の(3)については，災害直後から支援できる看護の基礎的な知識や心的外傷後ストレス障害などの心

のケアについて扱うこと。 

 

第７節 情報 

第２款 各科目 

第７ ネットワークシステム 

２ 内容 

(4) ネットワークの安全対策 

ア 情報セキュリティポリシー 

３ 内容の取扱い 

(2) 内容の範囲や程度については，次の事項に配慮するものとする。 

エ 内容の(4)のアについては，具体的な事例を通して，人為的過失や自然災害などに対する安全対策に関す

る基本方針の役割や重要性について扱うこと。イについては，データの破壊，不正アクセスなどを取り上

げ，防止策や管理方法について扱うこと。ウについては，情報セキュリティについてのネットワーク利用

者への啓発活動の必要性とその内容を扱うこと。 

 

第５章 特別活動 

〔学校行事〕 

２ 内容 

全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として，学校生活に秩序と変化を与え，学校生活の充実と発

展に資する体験的な活動を行うこと。 

(3) 健康安全・体育的行事 

心身の健全な発達や健康の保持増進などについての理解を深め，安全な行動や規律ある集団行動の体得，運

動に親しむ態度の育成，責任感や連帯感の涵養，体力の向上などに資するような活動を行うこと。 

 

 

特別支援学校教育要領・学習指導要領 
 

幼稚部教育要領 
第３章 指導計画の作成に当たっての留意事項 

第２ 特に留意する事項 

１ 安全に関する指導に当たっては，情緒の安定を図り，遊びを通して状況に応じて機敏に自分の体を動かすこ

とができるようにするとともに，危険な場所や事物などが分かり，安全についての理解を深めるようにするこ

と。また，交通安全の習慣を身に付けるようにするとともに，災害などの緊急時に適切な行動がとれるように

するための訓練なども行うようにすること。 

 

小学部・中学部学習指導要領 
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第１章 総則 

第２節 教育課程の編成 

第１ 一般方針 

３ 学校における体育・健康に関する指導は，児童又は生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通

じて適切に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導

及び心身の健康の保持増進に関する指導については，小学部の体育科及び中学部の保健体育科の時間はもとより，

小学部の家庭科（知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校においては生活科），中学部の技術・

家庭科（知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては職業・家庭科），特別活動，自立活

動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの指導を通して，家

庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通

じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。 

 

高等部学習指導要領 
第１章 総則 

第２節 教育課程の編成 

第１款 一般方針 

３ 学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて適切

に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指導及び心身

の健康の保持増進に関する指導については，保健体育科の時間はもとより，家庭科，特別活動，自立活動などに

おいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また，それらの指導を通して，家庭や地域

社会との連携を図りながら，日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・

安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。 

 

 



Ⅵ 気象庁震度階（平成２１年３月１日改定） 

 

人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 
 

緊
急
地
震
速
報
の
放
送
（
県
立
学
校
の
場
合
）

震度階級 人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況

0
人は揺れを感じないが、地震
計には記録される。

－ －

1
屋内で静かにしている人の中
には、揺れをわずかに感じる
人がいる。

－ －

2

屋内で静かにしている人の大
半が、揺れを感じる。眠って
いる人の中には、目を覚ます
人もいる｡

電灯などのつり下げ物が、わ
ずかに揺れる。

－

3

屋内にいる人のほとんどが、
揺れを感じる。歩いている人
の中には、揺れを感じる人も
いる。眠っている人の大半
が、目を覚ます。

棚にある食器類が音を立て
ることがある。

電線が少し揺れる。

4

ほとんどの人が驚く。歩いて
いる人のほとんどが、揺れを
感じる。眠っている人のほと
んどが、目を覚ます。

電灯などのつり下げ物は大き
く揺れ､棚にある食器類は音
を立てる。座りの悪い置物
が、倒れることがある。

電線が大きく揺れる。自動車
を運転していて、揺れに気付
く人がいる。

５弱
大半の人が、恐怖を覚え、物
につかまりたいと感じる。

電灯などのつり下げ物は激し
く揺れ､棚にある食器類、書
棚の本が落ちることがある。
座りの悪い置物の大半が倒
れる。固定していない家具が
移動することがあり、不安定
なものは倒れることがある。

まれに窓ガラスが割れて落ち
ることがある。電柱が揺れる
のがわかる。道路に被害が
生じることがある｡

５強
大半の人が、物につかまらな
いと歩くことが難しいなど、行
動に支障を感じる。

棚にある食器類や書棚の本
で、落ちるものが多くなる。テ
レビが台から落ちることがあ
る。固定していない家具が倒
れることがある。

窓ガラスが割れて落ちること
がある。補強されていないブ
ロック塀が崩れることがある。
据付けが不十分な自動販売
機が倒れることがある。自動
車の運転が困難となり、停止
する車もある。

６弱
立っていることが困難にな
る。

固定していない家具の大半
が移動し、倒れるものもある｡
ドアが開かなくなることがあ
る｡

壁のタイルや窓ガラスが破
損、落下することがある。

６強
固定していない家具のほとん
どが移動し、倒れるものが多
くなる。

壁のタイルや窓ガラスが破
損、落下する建物が多くな
る。補強されていないブロック
塀のほとんどが崩れる。

7
固定していない家具のほとん
どが移動したり倒れたりし、
飛ぶこともある｡

壁のタイルや窓ガラスが破
損､落下する建物がさらに多く
なる。補強されているブロック
塀も破損するものがある。

立っていることができず、は
わないと動くことができない。
揺れにほんろうされ、動くこと
もできず、飛ばされることもあ
る。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  気象庁 Web ページに詳細な説明が掲載されています。 

       http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html 
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